
　平成２４年１月から１２月末までの市町村別、１１９番通報受付回数を
お知らせします。近年、携帯電話、ＩＰ電話による通報が増えてきていま
す。携帯電話で通報するときは、住所や目標物などを確かめ、あわてずに
正確な通報に心がけましょう。また、車で移動中は安全な場所で停車して
から通報しましょう。
　西部消防局では、指令センター見学を随時受け付けています。

西部消防局からのお知らせ

▼問い合わせ先
　鳥取県西部広域行政管理組合
　消防局指令課
　（☎ 35－ 1960）

火災 救助 警戒・その他 風水害 救急
合計

固定 携帯 固定 携帯 固定 携帯 固定 携帯 固定 携帯
米子市 25 36 11 31 268 278 0 2 4,082 1,751 6,484 
境港市 9 8 3 5 49 49 0 1 962 325 1,411 
日吉津村 0 2 1 1 3 6 0 0 67 47 127 
大山町 6 10 2 15 21 25 0 2 505 177 763 
南部町 2 2 1 3 6 11 0 0 290 80 395 
伯耆町 4 2 0 5 6 6 0 0 334 103 460 
日南町 2 0 3 0 2 2 0 0 307 34 350 
日野町 2 1 3 1 12 2 0 0 138 38 197 
江府町 1 0 0 3 13 12 1 0 174 34 238 
合計 51 61 24 64 380 391 1 5 6,859 2,589 10,425 

◎市町村別１１９番通報　電話種別受付回数（平成２４年１月～１２月）

※固定：固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯：携帯電話
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津波警報が変わります

　気象庁では、３月７日から改善し

た津波警報の運用を開始します。巨

大地震の発生で東日本大震災級の津

波を予想した場合、大津波警報に「巨

大」という言葉を用いて発表します。

　新しい津波警報などの詳しい内容

は、気象庁のホームページをご覧く

ださい。

▼問い合わせ先

　鳥取地方気象台防災業務課

　　　　（☎0857－29－1313）

電気火災防止に感震ブレーカーを

　地震後に発生する火災の原因の多

くは、電気が関わっていますが、火

災を防止するためにブレーカーを落

とそうと地震後に建物に戻るのは非

常に危険です。

　感震ブレーカーは地震を感知する

信号が震度６等の設定値以上になっ

た場合に、自動的に電気を遮断しま

す。

　火災防止のため、感震ブレーカー

を設置しましょう。

▼問い合わせ先

　自治防災課危機管理室

　　　　　　　　（☎47－1071）
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